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農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

（
大
野
地
区
担
当
）
の
推
薦
・

募
集
を
行
い
ま
す

農
地
利
用
集
積
化
の
現
場
活

動
を
行
う
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
に
つ
い
て
、
委
員
の
推

薦
・
募
集
を
行
い
ま
す
。

▼
推
薦
・
募
集
人
員　

大
野
地

区
担
当
の
農
地
利
用
最
適
化
推

進
委
員
１
人
※
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
▼
任
期　

平
成
31
年
３
月
31

日
ま
で
▼
報
酬
な
ど　

「
守
谷

市
特
別
職
の
職
員
の
給
与
、
報

酬
、
議
員
報
酬
、
旅
費
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
に
基

づ
き
支
給
▼
申
込
期
間　

７
月

１
日
㈮
～
８
月
１
日
㈪
▼
申
込

方
法　

提
出
書
類
様
式
（
窓
口

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

取
得
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
窓
口
に
提
出
す
る

▼
申
込
・
問
合
先　

市
役
所
経

済
課　

内
線
２
６
４

25

2016

6
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●問合先　市役所総務課内

「市選挙管理委員会」内線352

7月10日㈰は選挙に行きましょう！

▼
期
日
前
投
票
場
所

市
役
所
１
階　

中
会
議
室

▼
持
参
品　

投
票
所
入
場
券

入
院
中
や
他
の
市
区
町
村
に
滞

在
し
て
い
る
方
は

不
在
者
投
票
が
で
き
る
指
定

病
院
な
ど
に
入
院
中
の
方
は
入

院
先
の
病
院
な
ど
で
、
ま
た
、

他
の
市
区
町
村
に
滞
在
中
の
方

は
滞
在
先
の
市
区
町
村
で
、
不

在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る

場
合
は
、
各
種
手
続
き
が
必
要

と
な
り
、
日
数
を
要
し
ま
す
の

で
、
入
院
中
の
方
は
病
院
長
な

ど
へ
、
そ
の
他
の
方
は
市
選
挙

管
理
委
員
会
へ
お
早
め
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

重
度
の
障
が
い
の
あ
る
方
は

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
を

身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ

る
た
め
、
投
票
所
に
行
っ
て
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
は
、

自
宅
か
ら
郵
便
で
投
票
で
き
る

郵
便
等
投
票
制
度
が
あ
り
ま
す
。

郵
便
等
投
票
が
で
き
る
の
は
、

法
律
で
決
め
ら
れ
た
要
件
に
該

当
し
、
郵
便
等
投
票
証
明
書
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
に
限
ら

れ
ま
す
。
証
明
書
の
交
付
手
続

は
、
選
挙
前
で
も
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
市
選
挙
管
理
委
員

会
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

正
に
よ
り
選
挙
権
年
齢
が
20
歳

以
上
か
ら
18
歳
以
上
に
引
き
下

げ
ら
れ
た
た
め
、
今
回
の
選
挙

か
ら
18
・
19
歳
の
方
も
投
票
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

投
票
す
る
に
は

各
世
帯
に
投
票
所
入
場
券
を

送
付
し
ま
す
。
自
分
の
分
を
切

り
取
り
、
投
票
所
入
場
券
に
記

載
さ
れ
て
い
る
投
票
所
に
持
参

し
、
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券
が
届
か
な
い

場
合
や
、
紛
失
・
忘
れ
た
場
合

な
ど
で
も
、
選
挙
人
名
簿
と
照

合
し
た
上
で
投
票
で
き
ま
す
。

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
証
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

選
挙
公
報
は
新
聞
折
込
で
配
布

し
ま
す

選
挙
公
報
は
、
選
挙
期
日
の

２
日
前
ま
で
に
新
聞
折
込
で
各

世
帯
に
配
布
し
ま
す
。
ま
た
、

市
内
各
公
共
施
設
に
も
用
意
し

ま
す
。

投
票
日
に
投
票
所
へ
行
け
な
い

方
は仕

事
な
ど
の
理
由
で
、
当
日

に
投
票
が
で
き
な
い
方
の
た
め

に
期
日
前
投
票
が
あ
り
ま
す
。

▼
期
日
前
投
票
期
間
・
時
間

６
月
23
日
㈭
～
７
月
９
日
㈯

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

第
24
回
参
議
院
議
員
通
常
選

挙
が
、
次
の
と
お
り
執
行
さ
れ

ま
す
。
選
挙
権
は
皆
さ
ん
が

持
っ
て
い
る
大
切
な
権
利
で
す

の
で
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

▼
選
挙
期
日
（
投
票
日
）

７
月
10
日
㈰

▼
投
票
時
間

午
前
７
時
～
午
後
８
時

▼
開
票
日
時
・
場
所

•
 

７
月
10
日
㈰
午
後
９
時
～

•
 

黒
内
小
学
校
体
育
館

投
票
で
き
る
方
は

投
票
日
当
日
満
18
歳
以
上

で
、
守
谷
市
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
、
投
票
日
当
日
ま
で

有
効
に
選
挙
人
名
簿
へ
登
録
さ

れ
て
い
る
方
が
投
票
で
き
ま

す
。
な
お
、
公
職
選
挙
法
の
改

第24回参議院議員

通常選挙



　

市民活動を資金面から支援します！

守谷市市民公益活動助成金（平成28年度第1回目）

市では、市内団体が行う公益性の高い市民活

動の「創出・継続・発展」を促進するため、そ

の活動を資金面から支援しています。

新たに公益事業を立ち上げようという方や現

在実施している公益事業の発展を目指す団体の

方、ご応募お待ちしています！

＊対象となる事業や経費、応募資格などには条

件があります。詳細はお問い合わせください。

●募集期間　7月 4日㈪～ 8月 1日㈪

●助成金額・回数

1 事業につき上限 20 万円（年 1回に限る）

●申請方法

　申請書に事業計画書・事業収支予算書・団体

概要書・会員名簿を必要部数添付し、市役所市

民協働推進課まで郵送または窓口で提出する

（可能な場合はデータでも別途提出）

＊募集要項および提出書類様式は、問合先また

は市ホームページから入手できます。

◎問合先

・市役所市民協働推進課

〒 302-0198　守谷市大柏 950-1　

☎ 45-1111　 45-6526

・守谷市民活動支援センター

〒 302-0119　守谷市御所ケ丘 5-25-1

市民交流プラザ 2階 ☎ 46-3370　 46-3320

募集開始

平成 27 年度は 8 事業の応募があり、7 事業

が助成金交付の決定を受けました。詳しい内容

を、市ホームページに掲載しています。

http://www.city.moriya.ibaraki.jp/kurashi/

　citizens/shimin_jyosei/H27bosyu.html

▲もりやクリスマスファンタジー
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在宅介護支援センター

（特別養護老人ホーム七福神内）

• 問合先　☎ 45-6031

• 担当者　渡
わた

辺
なべ

・寺
てら

田
だ

けやき台中学校地区担当

在宅介護支援センター職員が訪問

熱中症に気をつけよう！　高齢者のお宅を訪問します
●問合先　市役所介護福祉課　地域包括支援センター　☎ 45-1744（直通）

熱中症は、暑さなどにより体温の調整ができなくなる病気で、高齢の方は特に

注意が必要です。今年の夏も、地域の身近な相談窓口である在宅介護支援センター

の職員が高齢者宅を訪問します。普段の生活の様子をお聞きしながら、必要なサー

ビスなどの情報提供と併せて、熱中症の予防を呼びかけます。

○訪問対象者　80 歳以上の一人暮らしの方で、高齢福祉サービスを利用しておら

　　　　　　　ず、要支援・要介護認定を受けていない方

○訪問期間　　7月中

在宅介護支援センター

（特別養護老人ホーム峰林荘内）

• 問合先　☎ 48-2099

• 担当者　高
たか

橋
はし

守谷中学校地区担当

在宅介護支援センター

（会田記念リハビリテーション病院内）

• 問合先　☎ 48-4660

• 担当者　原
はら

愛宕中学校地区担当

在宅介護支援センター

（ひがしクリニック慶友内）

• 問合先　☎ 46-2002

• 担当者　南
な

良
ら

御所ケ丘中学校地区担当

もりや

やまゆり

わたぼうし

みのり

▲渡辺 ▲寺田

〒 302-0119　守谷市御所ケ丘 5-25-1

私たちが訪問します！



7 月に国民健康保険の納税通知書を送付します
●問合先　市役所国保年金課　国保Ｇ　内線 102 ～ 104

7月中旬に、納税通知書を送付します。国民健康保険税は、加入者の皆さんが病気やけがをしたとき、

経済的に心配なく医療を受けるための大切な財源です。納付期限内に必ず納めてください。

国保Ｑ＆Ａ

Ｑ．普通徴収と特別徴収の違いは？

Ａ．普通徴収…口座振替や納付書での納付

　　特別徴収…年金からの天引きによる支払い

　次の全てに該当する場合に、特別徴収の対象世

帯となります。

・世帯主が国保の被保険者（加入者）となってい

　ること

・世帯内の国保の加入者全員が65歳以上75歳未

　満であること（年度の途中で75歳になる場合

　は、普通徴収となります）

・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以

　上であり、国保税が介護保険料とあわせて、年

　金支給額の2分の1を超えないこと

国民健康保険税の賦課限度額が変わります

地方税法等の改正に伴い、賦課限度額を改正し

ました。

区分
賦課限度額

H27 H28

基礎賦課額（医療分） 52 万円 54 万円

後期高齢者支援金等

賦課分（支援金分）
17 万円 19 万円

介護納付金賦課分

（介護分）
16 万円※変更なし

合計 85 万円 89 万円

国民健康保険税は前年中の所得に応

じて計算され、世帯主、被保険者、特

定同一世帯所属者の所得の合計額が基

準以下の世帯は、均等割と世帯割が軽

減されます。減額の軽減には、世帯主

と加入者全員の所得の申告が必要です。

軽減割合 所得基準

7 割 33 万円以下

5割
33 万円＋ 26 万 5 千円

　×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下

2割
33 万円＋ 48 万円

　×（被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下※特定同一世帯所属者とは？

　国民健康保険から後期高齢者医療制度の加入者になった方で、世帯主の変更がなく引き続き同じ世

　帯にいる方のことを指します

みんなで楽しく エコライフ
夏の「電気の上手な使い方」

～エアコン編～

●設定温度の調整を適温に

冷やしすぎに気をつけ

て、設定温度は控えめに。

●掃除はこまめに　２週間

に１回程度を目安にフィ

ルターを清掃すると、目

詰まりによる冷房能力と

風量の低下を防げます。

●ブラインドや緑のカーテンなどを活用　ブライ

ンドや緑のカーテンなどで窓から入る熱を遮断

すると、室温が上がるのを防ぐことができます。

●風向きは上向きに　冷房中は風向きを上向き

に。また、扇風機やサーキュレーターを併用し

て室内の空気を循環させるとより効果的です。

寄付をとおして、協働のまちづくりへ参加しませんか？

協働のまちづくり基金への
ご協力をお願いします

協働のまちづくり基金とは？

市内の皆さんが地域の課題解決を目指して、自

発的に行う活動を支援したり、協働のまちづくり

に関する事業を推進するために、市民・団体・事

業者の皆さんからの寄付金を、市内で公益的な活

動を行う団体に助成金として交付し、団体が活発

に活動を行うことで、市民や地域に利益が還元さ

れる仕組みとなります。

自分たちのまちのために、何かしたいとお考え

の皆さん！　まずは協働のまちづくり基金への寄

付から始めてみませんか？

●問合先　

• 基金について　市役所市民協働推進課　内線132

• 寄付について　市役所財政課　内線216

所得が少ない世帯への国保税の軽減を拡大しました
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守谷市公式Facebook（シティプロモーション用）https://www.facebook.com/moriya.citypro

　

子
ど
も
が
大
好
き
な
高
校
生

の
皆
さ
ん
、
保
育
所
で
か
わ
い

い
子
ど
も
た
ち
と
触
れ
合
い
な

が
ら
、
一
緒
に
過
ご
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

▼
期
間　

８
月
１
日
㈪
～
31
日

㈬
の
希
望
日
（
土
・
日
曜
日
、

13
日
㈯
～
16
日
㈫
は
除
く
）
▼

対
象　

市
内
在
住
・
在
学
の
高

校
生
▼
内
容　

遊
び
相
手
、
食

事
、
昼
寝
の
介
助
▼
申
込
方
法

申
込
用
紙
（
各
保
育
所
、
市
役

所
児
童
福
祉
課
窓
口
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
７
月

１
日
㈮
～
11
日
㈪
ま
で
に
各
保

育
所
へ
申
し
込
む

▼
会
場
、
申
込
・
問
合
先　

北

園
保
育
所　

☎
48
・
４
８
９
７

土
塔
中
央
保
育
所　

☎
48
・

１
８
７
６

　

金
銭
や
う
ま
い
話
で
土
地
の

貸
出
を
求
め
ら
れ
、
安
易
に
同

意
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
廃
棄

物
を
不
法
投
棄
さ
れ
た
り
、
残

土
な
ど
を
埋
め
立
て
ら
れ
て
し

ま
う
ト
ラ
ブ
ル
が
、
全
国
で
発

生
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
被

害
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
「
う
ま

い
話
が
あ
っ
て
も
安
易
に
土
地

を
貸
さ
な
い
」
と
い
う
意
思
を

持
つ
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
遊
休
地
に
不
法
投
棄

さ
れ
た
と
い
う
事
例
も
多
発
し

て
い
ま
す
。
投
棄
さ
れ
た
ご
み

は
、
行
為
者
が
判
明
し
な
い
場

合
、
法
律
上
、
土
地
を
所
有
す

る
方
が
処
分
を
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
定
期
的
な
見

回
り
、
侵
入
防
止
柵
や
不
法
投

棄
禁
止
の
警
告
看
板
の
設
置
を

す
る
こ
と
で
、
不
法
投
棄
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う
。

▼
不
法
投
棄
を
見
つ
け
た
ら

不
法
投
棄
１
１
０
番(

０
１

２
０
・
５
３
６
・
３
８
０)

へ
！

▼
問
合
先　

市
役
所
生
活
環
境

課　

内
線
１
４
２
／
県
廃
棄
物

対
策
課　

☎
０
２
９
・
３
０
１
・

３
０
３
３

　

取
手
都
市
計
画
道
路
の
変
更

の
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
こ

の
案
に
対
し
て
意
見
の
あ
る
方

は
、
縦
覧
期
間
中
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
新
た
に
追
加
す
る
都
市
計
画

道
路　

新
守
谷
駅
自
由
通
路
線

▼
縦
覧
・
意
見
書
提
出
期
間　

７
月
１
日
㈮
～
15
日
㈮
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
意
見
書
提
出
は
郵
送
可
（
７

月
15
日
㈮
必
着
）

▼
意
見
書
提
出
先

〒
３
０
２-

０
１
９
８　

守
谷

市
大
柏
９
５
０-

１　

守
谷
市

長　

会
田
真
一
宛
（
市
役
所
都

市
計
画
課
扱
い
）　

▼
縦
覧
場
所
・
問
合
先　

市
役

所
都
市
計
画
課　

ま
ち
づ
く
り

Ｇ　

内
線
２
４
３

情 

報 

ひ 

ろ 

ば

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
28
年

度
第
２
学
期
（
10
月
入
学
）
の

学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
授
業
を
行
う
通
信
制
の

大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広

い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

▼
出
願
期
限　

１
回
目 

８
月
31

日
㈬
／
２
回
目 

９
月
20
日
㈫

▼
出
願
・
問
合
先　

放
送
大
学

茨
城
学
習
セ
ン
タ
ー　

☎
０
２

９
・
２
２
８
・
０
６
８
３

子
育
て
体
験
教
室　

高
校
生
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す

都
市
計
画
案
の
縦
覧

認
知
症
の
方
の
家
族
の
つ
ど
い

　

認
知
症
の
方
の
行
動
に
戸

惑
っ
た
り
、
対
応
の
仕
方
に
悩

ん
だ
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
？　

今
回
は
臨
床
心
理
士
も
参
加
し

ま
す
。
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず

に
、
「
つ
ど
い
」
で
あ
な
た
の

思
い
を
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時　

７
月
20
日
㈬
午
後
２

時
～
３
時
30
分
▼
会
場　

市
役

所
小
会
議
室
▼
対
象　

市
内
在

住
で
、
介
護
の
悩
み
を
抱
え
て

い
る
方
※
申
込
不
要
／
当
日
直

接
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い

▼
問
合
先　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
市
役
所
介
護
福
祉
課
）

☎
45
・
１
７
４
４
（
直
通
）

<

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪

で
す>

　

注
意
！　

あ
な
た
の

土
地
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
！

　

在
宅
で
の
看
取
り
に
つ
い
て

考
え
ま
す
。
最
期
ま
で
自
宅
で

暮
ら
す
た
め
に
、
一
緒
に
学
び

ま
せ
ん
か
？

市
民
公
開
講
座　

が
ん
の
在

宅
医
療
～
が
ん
だ
か
ら
こ
そ

最
期
ま
で
～

▼
日
時　

７
月
30
日
㈯
午
後
２

時
～
４
時
（
午
後
１
時
30
分
～

開
場
）
▼
会
場　

市
役
所
大
会

議
室
▼
対
象　

市
内
在
住
・
在

学
・
在
勤
の
方
先
着
１
０
０
人

▼
参
加
費　

無
料
▼
講
師　

赤あ

か

荻お

ぎ

榮え

い

い

ち一
氏
（
古
河
福
祉
の
森
診

療
所
所
長
・
医
師
）
▼
申
込
方

法　

電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申

し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

守
谷
市
介

護
支
援
専
門
員
連
絡
協
議
会
事

務
局
（
ひ
が
し
ク
リ
ニ
ッ
ク
慶

友
内
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
サ
ン
タ
）
☎
46
・
０
４
０
４

20
・
６
６
１
１

放
送
大
学
10
月
生
募
集

情報ひろば
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守谷市公式Twitter（シティプロモーション用）https://twitter.com/moriya-citypro

▼
日
時　

７
月
23
日
㈯
午
前
９

時
～
※
雨
天
決
行
▼
対
象　

守

谷
市
近
隣
の
小
学
４
～
６
年
生

と
そ
の
保
護
者
▼
定
員　

親
子

20
組
（
40
人
）
※
超
過
の
場
合

抽
選
▼
内
容　

高
速
道
路
管
制

セ
ン
タ
ー
、
高
速
道
路
で
働
く

車
な
ど
の
見
学
▼
申
込
方
法　

申
込
書
（
申
込
先
で
取
得
）
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
で

申
し
込
む
（
７
月
７
日
㈭
必
着
）

▼
申
込
・
問
合
先　

東
日
本
高

速
道
路
㈱
谷
和
原
管
理
事
務
所

〒
３
０
０-

２
４
３
５　

つ
く
ば

み
ら
い
市
筒
戸
１
６
０
６　

☎

52
・
２
８
２
０

家
族
グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

不
妊
で
お
悩
み
の
方
へ
…

不
妊
治
療
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

茨
城
県
行
政
書
士
会

県
南
支
部　

無
料
相
談
会

在
職
者
訓
練
受
講
生
募
集

夏
休
み
ハ
イ
ウ
ェ
イ
親
子
見
学
会

情報ひろば

広報もりやおしらせ版 2016.6.255

　

ひ
き
こ
も
り
状
態
の
家
族
を

抱
え
る
方
同
士
の
交
流
の
場
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

９
月
21
日
㈬
、
10
月

19
日
㈬
、
11
月
16
日
㈬
、
12
月

１
日
㈭
各
午
前
10
時
～
正
午
※

要
予
約
▼
会
場　

竜
ケ
崎
保
健

所
（
龍
ケ
崎
市
２
９
８
３-

１
）

▼
申
込
・
問
合
先　

竜
ケ
崎

保
健
所　

☎
０
２
９
７
・
62
・

２
３
６
７

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

７
月
９
日
㈯
午
後
１

時
30
分
～
４
時
※
こ
の
相
談
会

は
毎
月
実
施
／
予
約
不
要
▼
会

場　

中
央
公
民
館
団
体
活
動
室

▼
内
容　

相
続
・
遺
言
・
会
社

設
立
・
許
可
申
請
・
農
地
転
用
・

ビ
ザ
・
公
正
証
書
・
後
見
・
離

婚
協
議
等
の
契
約
書
な
ど

▼
問
合
先　

茨
城
県
行
政
書
士

会
県
南
支
部　

☎
０
２
９
７
・

57
・
０
０
７
６

　

職
業
能
力
の
開
発
向
上
の
た

め
の
講
座
を
行
い
ま
す
。

第
一
種
電
気
工
事
士
受
験
対
策

（
筆
記
）
▼
日
時　

８
月
27
日

㈯
、
９
月
３
日
㈯
・
10
日
㈯
午

前
９
時
～
午
後
４
時
（
全
３
日

間
）
／
第
二
種
電
気
工
事
士
受

験
対
策
（
筆
記
）
Ｂ
▼
日
時　

９
月
１
日
㈭
・
６
日
㈫
・
８
日

㈭
・
13
日
㈫
・
15
日
㈭
・
20
日

㈫
午
後
６
時
～
９
時

（
共
通
事
項
）
▼
定
員　

15
人

※
応
募
者
多
数
の
場
合
抽
選
▼

受
講
料　

２
９
８
０
円
※
受
講

決
定
後
に
納
入
▼
申
込
方
法　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
往
復
は

が
き
に
①
講
座
名
②
氏
名
③
住

所
④
電
話
番
号
⑤
年
齢
⑥
職
業

（
会
社
名
）
を
記
入
し
、
７
月

25
日
㈪
必
着
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

茨
城
県
立

土
浦
産
業
技
術
専
門
学
院　

〒
３
０
０-
０
８
４
９　

土
浦

市
中
村
西
根
番
外
５
０　

☎

０
２
９
・
８
４
１
・
３
５
５
１

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
t
-
g
a
k
u
i
n
.

a
c
.
j
p
/

　

運
動
機
能
に
不
安
の
あ
る
未

就
学
児
の
お
子
さ
ん
と
そ
の
保

護
者
お
よ
び
関
係
機
関
の
担
当

者
を
対
象
に
、
情
報
交
換
や
学

校
案
内
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時　

７
月
22
日
㈮
午
前
10

時
５
分
～
正
午
（
午
前
９
時
45

分
～
受
付
）
▼
会
場　

県
立
下

妻
特
別
支
援
学
校
（
下
妻
市
半

不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー
で

は
、
不
妊
治
療
専
門
の
産
婦
人

科
・
泌
尿
器
科
医
師
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
、
助
産
師
が
、
無
料
で

相
談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
こ
と
で
も
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
メ
ー
ル
相
談
（
茨
城
県
産
婦

　

人
科
医
会
）

http://www.

　

ibaog.jp

②
完
全
個
別
面
接
相
談

●
電
話
予
約　

☎
０
２
９
・
２
４

　

１
・
１
１
３
０　

午
前
９
時
～

　

午
後
３
時
（
月
～
金
）

●
相
談
会
場
・
日
時　

茨
城
県

　

県
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
土

　

浦
市
大
和
町
９-

１
ウ
ラ
ラ

　

ビ
ル
５
階
）
第
１
・
３
木
曜
日

　

午
後
６
時
～
９
時
／
第
２
・
４

　

日
曜
日
午
前
９
時
～
正
午

伊
奈
特
別
支
援
学
校

ふ
れ
あ
い
講
座
を
開
催
し
ま
す

県
立
下
妻
特
別
支
援
学
校

第
１
回
ふ
れ
あ
い
教
室

谷
４
９
２-

４
）
▼
申
込
方
法　

７
月
15
日
㈮
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
電
話
で
申
し
込
む

▼
申
込
・
問
合
先　

県
立
下
妻

特
別
支
援
学
校
☎
０
２
９
６
・

44
・
１
８
０
０　

０
２
９
６
・

43
・
９
１
７
４

　

支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も

た
ち
と
地
域
の
方
と
の
ふ
れ
あ

い
の
場
で
す
。
「
子
ど
も
が
好

き
」
と
い
う
方
で
あ
れ
ば
、
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

７
月
２
日
㈯
・
23
日

㈯
、８
月
６
日
㈯
、９
月
22
日
㈭
、

11
月
26
日
㈯
、
平
成
29
年
１
月

28
日
㈯
各
午
前
10
時
～
正
午

▼
会
場
・
問
合
先　

伊
奈
特
別

支
援
学
校
（
つ
く
ば
み
ら
い
市

青
古
新
田
３
０
０
）
河
島　

☎
０
２
９
７
・
58
・
８
７
２
７



守谷市公式Facebook（シティプロモーション用）https://www.facebook.com/moriya.citypro

ウ
ィ
ン
ド
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
守
谷

第
15
回
定
期
演
奏
会 

入
場
無
料

８
０
２
０
高
齢
者

よ
い
歯
の
コ
ン
ク
ー
ル

出
会
い
パ
ー
テ
ィ
ー

約 260品目のラインナップをぜひご覧ください！

６月１日から守谷ふるさと納税返礼品が拡充！

守谷市
シティプロ
モーション

JTB「ふるぽ」のサイトは、もうご覧になりま

したか？　

現在、市内の 20 事業者にご協力いただき、約

260 品目のラインナップが掲載されています。ど

れも「守谷の魅力」が溢れる品々です。ふるさと

納税の返礼品が充実したことで、守谷市に寄附を

いただいた方に、心からの感謝の気持ちを全国に

届けることができるようになりました。

ぜひ一度、JTB「ふるぽ」のサイトを訪ねてみ

てください。
市では、市民の皆さんや、他の地域に暮らし

ていても守谷市への共感やふるさととしての想

いをお持ちの皆さん、さらには企業の皆さんに

支援していただき、協働による個性的で誰から

も愛されるふるさとづくりを進めていくため、

平成 20 年「守谷市ふるさとづくり寄附条例」

を制定しました。

これからも、郷土に愛着をお持ちの方々や市

の取り組みに賛同していただける方々から寄附

金を募り、その貴重な財源を活用して、皆さん

に愛される個性あるふるさとづくりを進めてま

いります。

▼守谷市の返礼の一例（ふるぽイメージ）

▲守谷市の返礼の一例（実際の商品）

●問合先　ふるさと納税について　財政課　内線 216

シティプロモーションについて　秘書課　内線 322▲ＱＲコードからアクセス！

情報ひろば
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心
が
は
ず
む

吹
奏
楽
の
演
奏

を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

▼
日
時　

７
月
17
日
㈰
午
後
２

時
～
（
午
後
１
時
30
分
～
開
場
）

▼
会
場　

中
央
公
民
館
ホ
ー

ル

▼

曲

目　

THE 
SEVENTH 

NIGHT 
OF 

JULY

～TANABATA

～
、
ス
ラ
ブ
行
進
曲
、
フ
ラ
ン

ク
シ
ナ
ト
ラ
・
ヒ
ッ
ト
メ
ド
レ
ー

ほ
か
▼
後
援　

市
教
育
委
員
会

▼
問
合
先　

神
谷　

☎
０
９
０
・

２
５
４
８
・
１
３
１
９

w
e
_
m
o
r
i
y
a
_
i
n
f
o
@
y
a
h
o
o
.

c
o
.
j
p

▼
日
時　

７
月
30
日
㈯
午
後
１

時
30
分
～
４
時
30
分
（
午
後
１

時
～
受
付
）
▼
会
場　

市
民
交

流
プ
ラ
ザ
▼
対
象　

30
～
40

代
の
再
婚
希
望
者
▼
定
員　

男

女
各
15
人
▼
参
加
費　

男
性

３
０
０
０
円
、
女
性
１
０
０
０
円

※
当
日
徴
収
▼
後
援　

い
ば
ら

き
出
会
い
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

▼
申
込
・
問
合
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
ベ
ル
・
サ
ポ
ー
ト　

☎
０
２
８

０
・
87
・
７
０
８
５

▼
対
象　

昭
和
11
年
３
月
31
日

以
前
生
ま
れ
（
80
歳
以
上
）
で
、

自
分
の
歯
（
治
療
済
み
の
歯
を

含
む
）
を
20
本
以
上
お
持
ち
の

方
※
本
コ
ン
ク
ー
ル
で
入
賞
歴

の
あ
る
方
を
除
く
▼
応
募
方
法

「
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
（
ふ

り
が
な
）、
性
別
、
生
年
月
日
、

電
話
番
号
、
か
か
り
つ
け
（
ま

た
は
最
寄
り
の
）
歯
科
医
院
」

を
は
が
き
に
記
入
し
郵
送
で
、

ま
た
は
任
意
の
用
紙
に
記
入
し

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
応
募
す
る
▼
応
募
期

限　

７
月
25
日
㈪
必
着
▼
審
査

〈
一
次
〉
応
募
者
に
送
付
さ
れ
る

口
腔
診
査
票
と
ご
自
身
の
笑
顔

の
写
真
を
持
参
し
、
県
歯
科
医

師
会
会
員
の
歯
科
医
院
で
検
診

を
受
け
る（
検
診
料
は
無
料
）〈
二

次
〉
書
類
審
査
▼
入
賞
者　

最

優
秀
１
人
、
優
秀
５
人
、
シ
ニ

ア
賞
１
人
、
特
別
賞
１
人
▼
表

彰
県
民
歯
科
保
健
大
会
（
11
月

13
日
㈰
）
で
表
彰
予
定

▼
応
募
・
問
合
先　

茨
城
県
歯

科
医
師
会　

８
０
２
０
事
業
係

〒
３
１
０ 

-
 

０
９
１
１

水
戸
市
見
和
２-

２
９
２-

１

☎
０
２
９
・
２
５
２
・
２
５
６
１

０
２
９
・
２
５
３
・
１
０
７
５



市内の交通事故発生状況（5 月）　　件数 8 件　　死者数 0 人　　負傷者 8 人

5 月 1 日～ 10 日に、茨城

県内では 9 件（9 人）の死

亡事故が発生しました。そ

の内、高齢者が関係する事

故が 7 件です。現在、高齢

者が関係する事故が増加し

ています。

特徴と対策を、改めて確認してみましょう。

●正面衝突・出合い頭での事故

脇見運転や標識の見落としに注意しましょう。

●シートベルトの未着用による死亡事故

近くに出かけるときも必ず着用しましょう。

●運転操作の誤りによる事故が多い

ブレーキとアクセルの踏み違い、ハンドル操作

に注意しましょう。

●朝方から昼にかけて事故が集中

交通量が徐々に多くなる時間帯には、他の車に

注意しましょう。

茨城県警察では、安全運転のアドバイスを行っ

ています。詳しくは、下記に相談ください。

• 取手警察署　　☎ 0297-77-0110

• 守谷地区交番　☎ 46-0110

地域で安全・安心なまちづくりを目指して
●問合先　市役所交通防災課　交通・防災Ｇ　内線 138

茨城県全域に交通死亡事故多発警報発令
●市内の犯罪発生状況（平成 28 年 5 月）

▼発生地域区分

① 本町、松並、ひがし野、赤法花、同地、百合ケ

丘、中央、松ケ丘、大柏、野木崎

② 久保ケ丘、御所ケ丘、立沢、松前台、薬師台、

緑、板戸井、大木、大山新田

③ みずき野、小山、乙子、けやき台、高野、鈴塚、

美園

　　　　　　街頭犯罪内訳

発生

地域

刑法犯

総数

街頭

犯罪

住宅侵

入犯罪
万引き 強盗

ニセ電

話詐欺

① 112(＋9) 52(＋15) 11(＋5) 16(△2) 0( 0 ) 0( △1)

② 43(△17) 14(△7) 8(＋4) 2(△7) 0(△1) 0(△2)

③ 45(＋12) 22(＋6) 7(＋2) 3(＋3) 0( 0 ) 1(＋1)

合計 200(＋4) 88(＋14) 26(＋11) 21(△6) 0(△1) 1( △2)

発生

地域

乗り物盗
ひったくり 車上狙い

自動車盗 オートバイ盗 自転車盗

① 6(△4) 3( 0 ) 32(＋13) 0( 0 ) 11(＋6)

② 4( 0 ) 1( 0 ) 2(△4 ) 0( 0 ) 7(△3)

③ 6(＋4) 2(＋2) 9(0) 0( 0 ) 5(0)

合計 16(0) 6(＋2) 43(＋9) 0( 0 ) 23(＋3)

※（　）内の数字は、前年5月との比較
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ま
し
た

５
月
30
日
、
大
木
地
区
の
元

暴
力
団
関
係
施
設
の
土
地
・
建

物
の
引
き
渡
し
に
尽
力
し
た
と

し
て
、
茨
城
県
警
か
ら
守
谷
市

暴
力
団
追
放
推
進
協
議
会(

会

長
・
会
田
守
谷
市
長
）
に
感
謝

状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

大
野
地
区
親
睦
ゴ
ル
フ
記
念

大
会
に
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
か

ら
、
大
野
小
学
校
の
た
め
に

使
っ
て
ほ
し
い
と
、
５
月
26
日
、

市
に
対
し
、
５
万
５
千
円
が
寄

付
さ
れ
ま
し
た
。
有
効
に
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用

さ
せ
て
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。
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の
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て
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ま
ざ

ま
な
作
法
・
年
中
行

事
を
学
び
ま
す
。

▼
日
時　

７
月
22
日

㈮
～
８
月
６
日
㈯
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分
（
全
10
回
）
▼

会
場　

郷
州
公
民
館
▼
対
象　

小
学
生
～
中
学
生
と
そ
の
保
護

者
▼
講
師
（
公
社
）
き
も
の
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会
会
員
▼
参

加
費　

無
料
▼
募
集
人
数　

20

人
▼
主
催　

守
谷
市
伝
統
文
化
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装
礼
法
親
子
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室
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委
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市
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員
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▼
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込
方
法　

７
月
５
日
㈫
ま
で

に
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Ａ
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で
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し

込
む
（
詳
細
は
６
月
下
旬
～
７

月
上
旬
に
学
校
を
通
し
て
案
内

を
配
布
）
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／
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谷
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真
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／
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谷
市
役
所
総
務
部
秘
書
課

7 月    
1 金

2 土 もりやをきれいにしよう会（8:00　給食センター集合）

3 日 ふるさ都市もりや朝市（10:00 ～　守谷駅西口駅前広場）

4 月 中央図書館休館

5 火 おはなし会（8・9・13・20・28 日　11:00 ～　中央図書館）

6 水

7 木 人権相談（13:00 ～　市役所）

8 金

9 土

10 日

11 月 おはなし会（15:00 ～　保健センター）

12 火

13 水 公民館休館

14 木

15 金 おひざでだっこおはなし会（11:00 ～　中央図書館）

16 土

17 日 おはなし会（14:00 ～　中央図書館）

18 月 海の日

19 火

20 水 認知症の方の家族のつどい（14:00～ 15:30　市役所）

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金 納期限：上下水道料金（5・6月分）

30 土

31 日

8 月 1 日㈪納期限：国民健康保険税（1 期）、後期高齢者医療保険料（1 期）、固
　　　　　　　　  定資産税・都市計画税（2期）
※ 毎週日曜日は総合窓口課の窓口が開庁（8:30～12:00・13:00～ 17:15）しています

8

７
月
の
各
種
相
談

法律相談 21 日
13:00 ～ 16:00

市役所

14 日 9:00 から要予約
☎ 45-1249
※同一事案の相談は不可

行政相談 11 日
13:00 ～ 16:00

内線 136

税務相談 13 日
13:00 ～ 16:00

6 ～ 11 日要予約
※先着 6人
内線 205 ～ 207

若者就労支援相談 23 日（第 4土曜日）
13:00 ～ 16:00

中央公民館
いばらき県南若者サポステ
☎029-893-3380　要予約

教育相談
不登校相談

月～金曜
9:00 ～ 16:30

総合教育支援センター
（もりや学びの里内）

☎ 46-2341/45-2655
0120-78-3018

こころの
健康相談

14 日
13:30 ～ 15:30

保健センター
１週間前までに要予約
☎ 48-6000

家庭児童相談 月～金曜日
8:30 ～ 17:00

家庭児童相談室
（市民交流プラザ内）

☎ 45-2314

心配ごと
相談

14:00 ～ 16:00
・ふくし 4 日
・年金・労務 11 日 いきいきプラザ・

げんき館
（社会福祉協議会）

相談日前週までに要予約
☎ 45-0088

電話相談 金曜日
10:00 ～ 15:00

☎ 48-5555

生活機能相談
月曜日 9:00 ～ 17:00

木曜日 9:00 ～ 16:00
市役所介護福祉課

要予約
内線 177

らしのコーナー

「法的手段」「訴訟」と書かれた

請求が SMSで届いた

・市消費生活センター   ☎ 45－2327

　（市役所 2階経済課内）月～金曜日

　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00

※土・日曜日、祝日、年末年始は除く

・消費者ホットライン

　☎ 188（全国共通）

※ 土・日曜日、祝日の 10:00 ～ 16:00

は国民生活センターを案内します

（年末年始を除く）

トラブルにあったら…

　身に覚えのない請求が、SMS で携帯電

話やスマートフォンに送られてきたとい

う相談が増えています。

＊ SMS とは、相手先の電話番号だけで短

　いメッセージが送受信できる携帯電話

　のサービスです。

事例　スマートフォンに「有料コンテン

ツの未払いがある。今日中に連絡がない

場合は法的手段に出る」という SMS が送

られてきた。驚いて、書いてあった番号

に電話してしまった。（60 代男性）

事例　携帯電話に「サイトの登録料が未

納です。連絡がない場合は少額訴訟の手

続きをします」という SMS が送られてき

た。（30 代女性）

ひとことアドバイス

○「期日までに連絡するように」と書い

　てあっても連絡してはいけません。

○「訴訟」や「法的手段」など不安をあ

　おるようなことが書いてあっても利用

　した覚えのない請求は無視し、支払わ

　ないようにしましょう。お金を払うと

　取り返すことは難しくなります。

○不安に感じたら、市消費生活センター

　にご相談ください。

暮


